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平成３０年度 第２回 小平市男女共同参画推進審議会 会議要録 

 

日時：平成３０年８月７日（火）午前１０時 ～１２時 

場所：男女共同参画センター“ひらく” 

 

１ 出席者 

小平市男女共同参画推進審議会委員：８人（欠席者２人） 

 

２ 傍聴者 

１人 

 

３ 会議資料 

  資料１  小平アクティブプラン２１推進状況調査報告書（案）【平成２９（2017）

年度実績】 

参考資料１  内閣府 女性活躍加速のための重点方針 2018（概要） 

参考資料２  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 

資参考料３  「えるぼし認定」を取得しましょう 

参考資料４  ＨＡＰＰＹこだいら（小平市特定事業主行動計画） 

参考資料５  ＨＡＰＰＹこだいら ～女性活躍編～（小平市特定事業主行動計画） 

参考資料６  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の概要 

 

４ 議題 

（１）小平アクティブプラン２１推進状況調査報告書（案）【平成２９（2017） 

年度実績】について 

 

 

５ 会議記録（要約） 

議題（１）小平アクティブプラン２１推進状況調査報告書(案)【平成２９（2017）年度実績】

について 

 

会 長 ：議題（１）小平アクティブプラン２１推進状況調査報告書(案) 【平成２９（2017）

年度実績】の作りと基本目標ごとの事業について事務局より説明を。審議会の意

見をまとめていくために、基本目標ごとに区切って事業の説明を受け、質問・

意見を出していただく。 

 

事務局 ：資料１ 小平アクティブプラン２１推進状況調査報告書(案) 【平成２９（2017）
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年度実績】報告書の作りについての説明。 

１ 小平市男女共同参画推進審議会の評価・意見 

２ 計画の体系図 

３ 平成２９年度推進状況報告書の要点 

４ 指標別の実績 

５ 平成２９年度推進状況 

６ 小平市における市政運営への女性参画状況 以上６項目で構成されている。 

       

会 長 ：何か質問や意見があればどうぞ。  

 

会 長 ：５ページ、４ 指標別に実績が示され分かりやすい。質問もないようなので、     

４つの基本目標ごとに説明を伺う。まずは基本目標Ⅰについて説明を。 

  

事務局 ：基本目標Ⅰの説明。 

     ４ページ、３ 平成２９年度進捗状況調査報告書の要点から、平成２９年度に

新規・規模拡大等で充実した事業を中心に説明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度に新規・規模拡大等で充実した事業（６件） 

No.５   事業者等における先進事例の紹介・啓発（市民協働・男女参画推進課） 

市内事業者懇談会の初開催。 

No.７  男女共同参画に関連した入札制度の研究(契約検査課) 

女性活躍に関する総合評価方式ガイドラインの改定を検討し、 

平成３０年４月１日から施行。 

No.１０ 幼児期の教育・保育の充実(保育課)  

保育園を７園増設、待機児童は７８人減尐。 

No.１１ 地域の子ども・子育て支援の推進（子育て支援課） 

学童クラブを増設（２か所）。 

No.１６ 男性向け家事・育児・介護講座の開催（市民協働・男女参画推進課） 

男性の家庭参加に関するテーマで講演会を開催。 

       No.１７ 父親に向けた育児支援イベントの開催（健康推進課） 

        ハローベビークラス土曜日クラスの増設。 

     平成３０年度に拡大・改善を予定している事業（４件） 

No．５  事業者等における先進事例の紹介・啓発（市民協働・男女参画推進課） 

拡大：市内事業者懇談会の規模・予算を拡大。 

No.１０ 幼児期の教育・保育の充実（保育課） 

拡大：学童クラブの増設（１か所）。 

     No.１１ 地域の子ども・子育て支援の推進（子育て支援課） 

拡大：小規模保育事業の新規開設（１園）。 
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会 長 ：６ページから１３ページまで、基本目標Ⅰの総括までで、何か意見を。 

 

委 員 ：６ページ、No.５「事業者等における先進事例の紹介・啓発」の平成３０年度

の方向性が拡大とは具体的にどういうことか。 

 

事務局 ：今まで市役所では事業者の女性活躍推進については、小平商工会を通して、ま

たホームページから情報を発信するだけだった。しかし、平成２８年に議会に

おいて、市内事業者に取り組んでもらうための施策が必要ではないか、大企業

だけでなく、中小企業も行動計画を作成するべきではないか、という請願が採

択された。現状把握のため、市が把握している市内事業者に呼び掛け、女性活

躍推進アドバイザーと小平市で初めてえるぼし認定を受けた企業の社長を講

師に迎え、市内事業者９社に集まっていただいた。平成３０年度も講師をお招

きし、懇談会の実施を考えている。また、平成３０年度は予算が確保できたた

め、拡大とした。 

 

委 員 ：８ページ、No.８「起業・創業の支援」について、こだいらコワーキングスペ

ース“すだち”から、実際に起業した例はあるのか。 

 

事務局 ：平成２９年度中は起業したという報告は受けていない。こだいらコワーキング

スペース“すだち”においては、起業講座を含めたスキルＵＰ講座を年間７つ、

計２６回のセミナーを開催し、１６１名が参加した。テレワークについては新

規登録者４６人、テレワークによる受注案件１２業務で、延べ１１４人の実績

が出ている。 

 

委 員 ：この他に小平市主催で女性向けの創業・起業支援は行わないのか。  

 

事務局   :国分寺市にある東京都労働相談情報センターや小平商工会で行われている講

座などを紹介しているが、コワーキングスペース“すだち”以外で小平市が主

催で行う予定はない。  

 

委 員 ：板橋区に住む友人から、起業する際に助成金があったという話を聞いた。小平

市にもあるといい。 

 

委 員 ：８ページ、No.１０「幼児期の教育・保育の充実」について、待機児童数が    

     No.１３ 子育て・女性相談と関係機関との連携（市民協働・男女参画推進課） 

拡大：女性相談の時間延長を新しい女性相談カードに掲載して周知。 
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８９人とあるが、一般的に多いほうなのか。東京都内では何番目なのか。 

 

 事務局 ：待機児童数は、多いほうから数えて全国で７９番目。東京都内では３１番目、

２６市の中では１５番目である。 

 

委 員 ：５ページ、基本目標Ⅰ、施策２の指標『「育児休業制度を利用した」という男

性』の割合では平成２８年度実績は４．６％だが、ＨＡＰＰＹこだいら ～女

性活躍編～（小平市特定事業主行動計画）４ページ、７「男女別の職員育児休

業取得率及び平均取得期間」では男性の取得率は２.９％となっている。市民

よりも、市役所の男性の育児休業取得率が低いが、取得を推進する施策はこの

報告書の中でどこに該当するのか。 

 

事務局 ：必ずしも、指標の数値目標に対応する事業項目がない場合もある。この事業に

対しては、事業者・市民・市役所の三位一体で行わなければならないが、市役

所では進んでいないのが現状。市民協働・男女参画推進課としては、市職員や

市民及び事業者に呼び掛けていく役割として意識啓発に努める。 

 

委 員 ：８ページ、基本目標Ⅰ、施策２の指標に『「育児休業制度を利用した」という

男性』の割合において、数値目標を出しているのでそれに対応する事業項目を

掲載しないのは資料の配置としてどうなのか。 

 

事務局 ：平成３２年度までに１３％という数値目標は計画を策定する際に、内閣府が示

している数値を採用した。また、事業項目は基本目標を達成するためのもので

ある。しかし、事業の中には数値化できないものもあり、実績として表わせる

数値目標を設定した。数値目標を達成すれば基本目標を達成したということで

はなく、数値目標に対応する事業項目がない場合もある。 

  

委 員 ：市職員の男性の育児休業の取得率については、これから具体的に数値を公表す

るのか。 

 

事務局 ：市職員の男性の育児休業取得率は、特定事業主として毎年公表している。資料

の中では、１６ページ、事業 No.２４「行動計画の目標達成に向けた取組」に

加筆することとする。 男性の育児休業取得率が上がるように意識啓発に努め

る。 
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委 員  ：基本目標Ⅰだけではなく、全般を通して、市役所の広報として行われている

ホームページの掲載や各課窓口でのチラシの配架で、市民に情報が適切に届い

ているのか。ホームページのアクセス数は多いのか。また、効果測定は行われ

ているのか。 

 

事務局 ：ホームページのアクセス数はカウントしているが、効果測定は行っておらず、

講演会などの参加者数のカウントや、告知のみで終えているところもある。 

また、チラシの配架のみでは市役所に訪れる時だけになってしまうので、ホー

ムページを利用している。一番見ていただけるのは市報だが、紙面に限りがあ

り、記事が集中すると掲載するのも困難な場合もある。また、自治会の会長を

通して回覧してもらうこともあるが、市内全域に自治会があるわけではない。

しかし、今年７月から市報が全戸配布になったため、その効果が今後出てくる

と考えられる。広報の仕方については今後模索していく。 

 

委 員 ：他の自治体において、子育てに役立つ市からのお知らせが届くスマートフォン

のアプリがある。実際に利用してみて、ホームページよりも使いやすかった。

費用がかかることだが、アクセスの幅を広げるためにもそのような自治体を参

考にしたらどうか。  

 

会 長 ：自治会内での回覧については回るスピードや、十分に読まれていないことがあ

るので、市民にしっかり見ていただけるようにするべき。また、市報が全戸配

布となったが、発行日より２日早く届いた。何か理由があるのか。    

 

事務局 ：遅れて届くほうが影響が大きいため、２日前から発行日当日までに配布される

ように依頼している。                           

 

委 員 ：広報誌『ひらく』などの紙媒体は、お年寄りは読むが若者はアプリなどのほう

が読みやすい。また、ホームページを読んでもらう工夫としてメルマガに登録

してもらうなどはどうか。男女共同参画担当でＳＮＳを始めるなど尐し工夫を

して、市民と市がネット上でつながってもらいたい。時代にあったアプローチ

をするべきだ。 

 

事務局 ：市役所のホームページはリニューアルされた。子育て応援サイトとして“こだ

ち”があり、子育ての情報を発信している。また、ツイッターやメルマガで防

災や子育ての情報は発信している。アプリは経費の問題や、全体のシステムの

ことなので、単独の課で行うことは難しい。  
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会 長 ：８ページ、No.９「子育て支援事業の情報提供」の実施状況の１行目「官民の

子育て情報を～」の官民は誤字ではないのか。 

 

事務局 ：国・東京都などの官庁と民間ということで、使用している熟語で誤字ではない。

わかりにくい表現ではあるので、「官民（公と民間）」とする。  

 

会 長 ：次に、基本目標Ⅱについて説明を。 

 

事務局 ：基本目標Ⅱについて説明。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

会 長 ：１４ページから１９ページまで、基本目標Ⅱの総括までで意見を。 

 

委 員 ：１４ページ、No．２１「女性の就業・起業への情報提供」の女性の就労支援施

設“すだち”の仕組みはどういうものか。  

 

事務局  ：こだいらコワーキングスペース“すだち”は自分の仕事づくりの一歩を踏み出

したい子育て中の女性のためのテレワーク拠点となるほか、コワーキング

（様々な人と共同で働く場や環境）やセミナールーム、保育の機能を備えた、

女性の仕事へのチャレンジを応援するスペースである。テレワークでは“すだ

ち”の企業担当が事業者から仕事を受注して、登録している人に発注するとい

う仕組みである。 

 

委 員 ：１４ページ、No．２３「ジェンダー統計の整備と活用に向けた取組」のジェン

ダー統計とは何か。  

平成２９年度に新規・規模拡大等で充実した事業（２件） 

No.２０ 女性の就職・再就職・起業や職業能力開発のための教育・学習支援 

セミナーの開催（市民協働・男女参画推進課） 

女性の就労支援講座の開催（マザーズハローワークとの共催） 

保育課と連携して市内の保育事業について説明。 

       No.２１  女性の就業・起業への情報提供（産業振興課） 

        こだいらコワーキングスペースすだちにおける就労支援。 

        テレワーク新規登録者４６人、受注案件１２業務。 

平成３０年度に拡大・改善を予定している事業（１件） 

No.２０  女性の就職・再就職・起業や職業能力開発のための教育・学習支援 

セミナーの開催（産業振興課） 

拡大：新規で女性の再就職サポート事業を実施。 
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事務局 ：「小平アクティブプラン２１（第三次小平市男女共同参画推進計画）」では、  

３７ページに説明を記載している。ジェンダーの視点で客観的に統計をとると

いうことである。No．２３では講演会の参加者の男女比等を確認し、次の開催

に活かしていくことをさしている。                      

 

委 員 ：１４ページ、No．２２「事業者への支援」について「小規模な事業を営む経営

者を支援する」とあるが、えるぼし認定を受けたことで、日本政策金融公庫に

低金利でお金を借りられたことが大きなメリットだった。事業内容が優秀な場

合、日本政策金融公庫の判断によるが保証人なしで融資を受けられることもあ

る。今後市は施策として、周知していかないのか。 

 

事務局 ：市ホームページの男女共同参画に関する分類と商業、主に商工会を担当してい

る部署のページで東京都や国の制度を紹介している。また、市内事業者懇談会

に出席された事業者には東京都から届くチラシを配付した。今後このような事

業者に対する優遇制度などは随時ホームページ等に掲載していく。 

 

委 員 ：えるぼし認定取得によるメリットなどがアピールできれば、行動目標を達成す

るための中身が伴った行動計画になるのではないか。それが、市として女性活

躍につながるのではないか。そのため、事業者にもっとアピールしていくべき。

自発的に見なければならないホームページよりも、市から発信されるツイッタ

ーやメルマガのほうが効果的だ。 

 

委 員 ：えるぼしは市民の中に浸透しているのか。                         

 

事務局 ：平成３０年６月末日現在、えるぼし認定企業として公表されているのは６３０

企業。その内３３１企業が東京都内にある企業である。また、東京都内の２６

市内では１３企業のみが認定を受けている。圧倒的に大企業が多いが、小さい

企業でも受けているところがある。毎月厚生労働省がデータを公表している。 

 

委 員 ：小平市内でえるぼしの認定を受けている企業は１社だけか。 

 

事務局 ：そうである。 

 

委 員 ：えるぼし認定が企業の実務とリンクすることができれば、企業として取組む意

味が出てくるのではないか。  
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委 員 ：えるぼし認定されることで、事業内容が優秀な場合、保証人なし、低金利でお

金を借りられる制度がある。事業者にとってはとても有難いことであり、企業

がえるぼしをとるきっかけとなると考えられる。 

 

会 長 ：えるぼしの名前の由来は。 

 

事務局 ：Ｌａｄｙ（女性） とＬａｂｏｒ（労働者）の頭文字のＬが由来となっている。 

 

会 長 ：次に、基本目標Ⅲについて説明を。 

 

事務局 ：基本目標Ⅲについて説明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度に新規・規模拡大等で充実した事業（５件） 

No.３３ 人権意識の啓発（総務課） 

東京都人権啓発活動ネットワークのとの共催で人権週間講演会を実施。 

No.３３ 人権意識の啓発（障がい者支援課） 

 障がい者差別解消法の啓発として、出前講座、講演会を初開催。 

       No.３３ 人権意識の啓発（市民協働・男女参画推進課） 

        人権（ＬＧＢＴ）講座の初開催。 

No.３９ 妊娠・子育て等に必要な情報提供(健康推進課)  

マタニティサポート面談（妊婦への面接）の新規実施。 

No.４１ 女性への暴力と人権侵害防止に関する知識の普及・啓発 

（市民協働・男女参画推進課） 

デートＤＶ防止啓発講座（中学生向け）の新規開催。 

     平成３０年度に拡大・改善を予定している事業（６件） 

No.３５ 健（検）診の実施と健康づくりに向けての知識の普及（健康推進課） 

拡大：新規で健康ポイント事業を実施。 

No.３６ 健康相談の実施（健康推進課） 

改善：女性のリラックス教室をウェルエイジング教室にリニューアル予定。 

     No.４１ 女性への暴力と人権侵害防止に関する知識の普及・啓発 

（市民協働・男女参画推進課） 

拡大：デートＤＶ防止啓発講座（大学生向け）の回数を拡大。 

No.４２ 市の体制整備及び女性相談と関係機関との連携（市民協働・男女参画推進課） 

改善：配偶者暴力害者支援庁内連絡会議の関係課の増加。 

No.４３ ハラスメントやストーカー等の防止のための意識啓発と情報提供 

（市民協働・男女参画推進課） 

拡大：デートＤＶ防止啓発講座（大学生向け）の回数を拡大。 

     No.４４ 相談体制の充実（市民協働・男女参画推進課） 

拡大：女性相談の相談時間を月曜日のみ１８時まで延長。 
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会 長 ：２０ページから２９ページまで、基本目標Ⅲの総括までで、何か意見を。 

 

委 員 ：デートＤＶとは何か。 

 

事務局 ：結婚前の恋人からのＤＶ（暴力）のこと。パートナーを支配下に置くような言

動・行動などが当てはまる。結婚していない恋人関係でも対等な関係を築くこ

とが大切である。デートＤＶは、傾向として低年齢化している。ＮＰＯなどか

ら講師を招いて講座を行っている。 

 

委 員 ：デートＤＶ防止啓発講座を中学生向けに行った点が素晴らしい。続けてほしい。

これからお付き合いを始めるような子どもに、どのようなことがデートＤＶな

のか、どこに助けを求めればいいのかということを知ってもらうために早い段

階で講座を行うことが重要。デートＤＶは身体的・性的な暴力だけではなく、

精神的に支配するようなことも含まれる。そのため、被害を受けている中に男

性がいたり、デートＤＶを受けていることに気付けていない人もいる。ぜひ、

この問題については教育機関だけではなく、市のほうからもいろいろな形で広

げていただきたい。 

 

事務局 ：市では、大学連携協議会においてデートＤＶ防止啓発講座についてＰＲしてい

る。しかし、大学生は全員が市民ではないこと、デートＤＶの低年齢化が進ん

でいること、高校生には都立高校のカリキュラムがあることから、中学生へ講

座を実施した。小平市の小・中学校向けに発行している出前講座の冊子には男

女共同参画推進条例、デートＤＶ防止啓発講座についてＰＲを行っている。 

中学３年生に向けた講座の実施をお願いしているが、ＤＶ被害で避難している

学生への影響やデートＤＶに対する生徒内の知識の差から断られることもあ

り、広めていくのは難しい。ただし、約半数の大学生がデートＤＶについて聞

いたことがないというアンケートの結果もあることから、正しい知識を早いう

ちから身につけることは大切である。また、デートＤＶにあった被害者は親に

相談する人が多いが、小平市や東京都の相談先も複数紹介している。 

 

委 員 ：親に相談ができない場合に、被害を受けた生徒を学校の先生が受けとめ、また、

先生が相談できる場所の経路を確保してあげることが大事である。 

 

委 員 ：セクシュアル・ハラスメントについても啓発が必要だ。大学や、地域、企業に

おいて講義の義務づけなどを行うべき。また、４０・５０歳代以上の方はセク

シュアル・ハラスメントの線引きを分かっていない。そのため、小学生くらい
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から教育が必要であり、それを教える教師への教育も必要だ。中学生くらいに

はイクメンなどの教育も行っていくべきである。 

 

会 長 ：中学校のデートＤＶ防止啓発講座の結果はどうだったのか。 

 

事務局 ：アンケートには、初めて知った、友人や将来のために話が聞けて良かった、わ

かりやすかった、気分が悪くなるほど衝撃的だった等の回答があった。１６０

人の生徒に回答してもらったが、概ね伝えたいことが伝わっているといえる。 

 

会 長 ：今年度の中学校でのデートＤＶ防止啓発講座の予定はあるのか。 

 

事務局 ：現在１校にあたっている。人権課題には様々な種類があり、他の課題で講座を

行っている学校もある。カリキュラムが１年前に決まっているため、難しい。

今年度は１～２校で行いたいと考えている。 

 

会 長 ：小平市には公立中学校が８校もあるため、大学が３校行えるのであれば、中学

校は１年に２校くらいは行っていただきたい。 

 

委 員 ：２４ページ、No．３５「健（検）診の実施と健康づくりに向けての知識の普及」

の実施状況において乳がん検診の受診者数が減尐しているのはなぜか。 

 

事務局 ：平成２８年度は４０歳～６０歳までの５歳刻みで女性５，７３１人に無料クー

ポン券を送付したが、平成２９年度は国の補助制度が改正され、無料クーポン

券の送付対象者が４０歳のみとなった。そのため無料クーポン券による受診者

数が減尐し、全体の受診者数の減尐につながったと考えられる。健康推進課で

は、平成３０年度の方向性としてピンクリボンキャンペーンのチラシを対象者

がいる場所で配り、より対象者に届くように工夫を行って改善していきたいと

聞いている。 

 

委 員 ：自社の社員で、費用の問題で乳がん検診を受けない人がいた。そこで今年から、

会社で全額負担することとし、受診を奨励している。その結果が来年出てくる

と考えられる。 

 

委 員 ：対象者本人ではなく、対象者の家族に勧めるほうが良いのではないか。 

 

委 員 ：ピンクリボンキャンペーンのチラシの配布する対象を絞ったり、母子手帳を取
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りに来た方に面談を行うマタニティサポート面談などは、市役所になかなか来

ない方へのチャンスを逃さないように、届けたい方に確実に届ける点で非常に

良い事業だと思う。 

 

会 長 ：乳がんや子宮頸がんの検診の受診者は高齢者が多く、若者が尐ない。昔は市外

にしか病院がなかったが、今では市内の病院が増えて受けやすくなった。しか

し、検診のお知らせを平成２９、３０年度も郵送しているが効果が薄いと考え

られる。 

 

会 長 ：基本目標Ⅳについて説明を。 

 

事務局 ：基本目標Ⅳについて説明。 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 ：３０ページから３３ページまで、基本目標Ⅳの総括までで、何か意見を。 

 

会 長 ：平成３０年２月に行われた「地域防災フォーラム・男女共同参画講演会」では、

会場も空いていたので一般市民の方にもっと参加してほしかった。 

 

事務局 ：自主防災組織や防災関係者だけでなく市民にもホームページやチラシ、自治会

においてお知らせをしていたが尐数だった。 

 

会 長 ：自治会長などは参加されていたが、市民はそれらのお知らせに反応を示さなか

ったといえる。現在、様々な地域で災害が起きており、地域防災が非常に重要

である。昼間の市内には女性が多いため、女性中心の勉強会、研修会を行って

いくべき。知らないよりも、知っていることで何かできることがある。小平市

は安全といわれているが、過心をしてはならない。 

 

委 員 ：３１ページ、No．４５「避難所運営への女性の参画」において、避難所運営マ

ニュアル作成とあるが、半分以下の小学校しか作成していない。これは避難所

に対する義務付けなのか、自主的に行うものなのか。 

平成２９年度に新規・規模拡大等で充実した事業（２件） 

No.４５ 避難所運営への女性の参画（防災危機管理課） 

地域防災フォーラム・男女共同参画講演会の初開催。 

No.５１ 男女共同参画センター利用登録団体との協働による推進 

    （市民協働・男女参画推進課） 

 男女共同参画週間講演会と人権（ＬＧＢＴ）講座の初開催。  
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事務局 ：防災危機管理課で統一的なマニュアルは示している。地域の実情に合わせたも

のにするために、地域ごとのものを学校単位で組織を作り、作成してもらって

いる。市としては作成することを推奨している。 

 

会 長 ：地域によってハザードマップ作りへの熱心さが違う。広島で起きた災害の際に

独自のハザードマップがあった地域は全員無事であったことから、災害への意

識付けが大切である。 

 

事務局 ：地元でないと分からないこともある。消防車や救急車が来られない災害時を想

定し、自分や家族、地域の人を助けるためにも災害時の行動が頭に入っていて、

行動できることが大切である。新しく防災に関する項目を「小平アクティブプ

ラン２１」に取り入れ、防災に関する出前講座「デリバリーこだいら」の参加

者数を指標としている。「避難所運営マニュアル」の作成についても進めてい

く。 

 

委 員 ：「デリバリーこだいら」は自治会や学校だけに行うものなのか。 

 

事務局 ：市内に在住、通勤、通学している１０人から３０人程度の団体やグループが利

用できる。市としてメニューを公表しており、依頼者が会場と日にちを決め、

日にちが合えば市の担当者が講座を行う。 

 

委 員 ：一橋大学の留学生寮で「デリバリーこだいら」を行ってほしい。ＡＥＤの使い

方などの講座も行ってほしい。地震がない国からの留学生が多く、災害への対

応方法を知らない学生が多い。年２回全員参加で、消防署へ依頼しての講座は

行われている。 

 

事務局 ：防災知識の講習であれば消防署のほうが、ＡＥＤの器具なども揃っている。直

接依頼できるが、連携しながら進めていきたいと考えている。 

 

会 長 ：スマートフォンでＡＥＤの位置がわかる地図があるが、小平市にはそういうも

のはあるのか。 

 

事務局 ：市のホームページにＡＥＤの設置場所の一覧がある。外部リンクだが一般財団

法人日本救急医療財団のホームページにはＡＥＤ設置場所検索ができ、地図上

でＡＥＤの設置場所がわかる。 

 



13 

会 長 ：一度、ＡＥＤの位置を知っておくことでいざという時に使える。５分、１０分

の違いで命が救えることもあり、大切なことだ。 

それでは、次に、小平市における市政運営への参画状況について説明を。 

 

事務局 ：６ 市政運営の参画状況の説明。 

 

会 長 ：小平市における市政運営への参画状況も含めて全体を通して、何か意見を。 

 

委 員  ：３５ページ、（３）小平市職員の男女割合で平成３０年４月１日現在、管理

職事務系の女性割合が８．７％は尐ないのではないか。 

 

委 員 ：この数値は今後何％を目標としているのか。 

 

事務局 ：３０％を目標としている。 

 

委 員 ：この割合は課長補佐以上としているが、課長以上だとさらに尐なくなるのか。 

 

事務局 ：女性の課長は６人であり、１１．８％である。小平市は部長、課長、課長補佐、

係長という役職になっており、課長補佐から管理職となる。市によってどこか

ら管理職となるかは違う。 

 

委 員 ：福祉系とは保育士、保健師が入っているのか。 

 

事務局 ：福祉系の管理職は保育園の園長と保育指導担当課長があたる。技術系に保健師

が入っている。 

 

委 員 ：小学校・中学校の校長先生は何系に入るのか。 

 

事務局 ：小・中学校の教員は東京都の職員である。出向して教育部に来ていただいてい

る教員の中で、教育指導担当部長と教育施策推進担当課長は管理職の人数に入

っている。 

 

委 員 ：ＤＶなどの相談の女性相談室は常時開いているのか。 

 

事務局 ：月曜日から土曜日の１０時から１６時まで開いている。月曜日のみ１８時まで

開いている。 
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委 員 ：そこではレイプの被害相談もできるのか。 

 

事務局 ：相談は受けるが、緊急の場合は警察署を紹介する。 

 

委 員 ：そこにはレイプキットはあるのか。 

 

事務局 ：把握していない。 

 

委 員 ：小平市の病院には必ずあるのか。 

 

事務局 ：把握していない。 

 

委 員 ：外国の病院にはレイプキットがある。日本はその点において遅れている。市か

ら配置などを進めてほしい。 

 

事務局 ：市が単独で行うのは難しい。配偶者暴力相談支援センターも都道府県に１つ程

度しかなく、都道府県の状況を考慮する必要がある。 

 

委 員 ：ホームページではなく、市から情報が送られてくるＳＮＳを作ってほしい。ま

た、その際に、子供の年齢に合わせて発信する情報を変えていけばより広く伝

わる。作った場合には、妊婦に対する全戸訪問や、検診のときに、ＳＮＳへの

登録を促すチラシなどを配付すれば良いのではないか。高齢者の方には他の方

法を行っていくべきである。 

 

会 長 ：今のご意見をまとめて、推進状況調査報告書の審議会の意見とする。追加で加

えたいことなどがあったら、８月２４日までに、事務局へファックスまたは 

メールでお送りいただきたい。その意見も含めて会長・副会長一任でまとめる。

改めて、報告書の完成までの流れを事務局から説明を。 

 

事務局 ：小平アクティブプラン２１推進状況調査報告書（案）【平成２９（2017年）度

実績】は、本日いただいた意見を会長・副会長一任でまとめ、報告書１ページ

に入れる。その後、推進委員会・本部で確定後、印刷をして１０月初めに完成

予定である。委員の皆さまには、完成した冊子をお送りする。 
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６ その他 

 

事務局 ：報告事項として１点ご連絡する。小川駅西口地区市街地再開発事業において、小川

駅前周辺のまちづくりをふまえて事業を推進するため、再開発施設の建築物の一部

フロアを公共スペースとして取得することとなった。公共スペース取得にあたって、

小川駅近隣地区に所在する、図書館・公民館・市民課の市の出張窓口がある西部市

民センター、小平元気村おがわ東の機能を一体的に検討する。そのため、男女共同

参画センター“ひらく”も検討課題となっている。機能の再配置の考え方として、

小平元気村おがわ東を含めた小川駅周辺の機能を、再開発エリアにまとめるという

方向で検討している。この内容については６月から８月にかけて６回開催されてい

る「意見交換会」において複合化の方向性、計画について説明している。今後新た

な施設に入る機能や床面積については、９月以降利用者を含めた市民参加で検討し

ていく予定である。具体的な日程などは市報やホームページに掲載されるので、参

加していただけるとありがたい。以上が報告です。 

今年度の審議会は、２回の予定で、今年度の会議は本日で終了となる。男女共同参

画推進条例第１７条第２項、男女共同参画施策又はその推進に影響を及ぼす施策に

関する市民等及び事業者からの意見・苦情・相談に対し、審議会の意見を伺う必要

があると判断した場合には、審議会を開催する。その際は、改めてご連絡する。 

事務連絡は以上になる。 

  

会 長 ：以上で平成３０年第２回小平市男女共同参画推進審議会を終了する。 

 

 


